
 

日介支専協第 30-0035 号 

平成 30 年５月２日 

一般社団法人 

日本介護支援専門員協会 

都道府県支部長 殿 

   一般社団法人 

日本介護支援専門員協会 

会  長  柴 口 里 則 

[公 印 省 略] 

 

 

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護に関する告示について 

（訪問回数が多いケアプランの届出基準） 
 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より当協会の活動に対し、格別のご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げま

す。 

 訪問介護（生活援助中心型）の訪問回数の多いケアプランは、平成 30 年 10

月以降、市町村への届出が義務付けられており、この届出の基準となる厚生労

働大臣が定める回数（「全国平均利用回数＋２標準偏差」）や訪問介護における

対象サービスについて告示されました。 

 官報（平成 30 年５月２日付）の該当頁は以下の URL ですが、当協会ホームペ

ージにも PDF を掲載しております。 

http://kanpou.npb.go.jp/20180502/20180502h07255/20180502h072550006f.html 

 貴支部におかれましては、地域支部ならびに会員の皆様への周知をお願い申

し上げます。 
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